
� � (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�
�

�
�
�
�

	


�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�

目

次

告

示

○
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許

(

漁
港
漁
場

整

備

課)

…

�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(

県
民
生
活

政

策

課)

…

�

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

建
築
住
宅
課)

…

�

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

(

経

理

課)

…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

十
和
田
県
土

整
備
事
務
所)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
六
十
五
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七

年
一
月
二
十
五
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
十
九
日

二

申
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に
係
る
特
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営
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人
の
名
称

特
定
非
営
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動
法
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ネ
ッ
ト
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前

三

代
表
者
の
氏
名

清
水

紀
人

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
常
盤
坂
三
丁
目
一
の
二
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
、
社
会
や
行
政
と
連
携
、
協
働
し
な
が
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通

じ
た

｢

ま
ち
づ
く
り
の
推
進｣
｢

子
ど
も
の
健
全
育
成｣

｢

ス
ポ
ー
ツ
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事

業｣

を
推
進
し
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
が
、
楽
し
く
ス
ポ
ー
ツ
で
き
る
場
や
環
境

を
築
い
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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年
二
月
二
日

青
森
県
知
事
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村

申

吾

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
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成
十
七
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事
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村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

空
港
用
化
学
消
防
車

一
台

二

調
達
方
法

購
入

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
経
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

六

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

有
限
会
社
丸
栄
消
機

青
森
市
栄
町
一
丁
目
一
二
の
一

七

落
札
金
額

一
億
八
千
三
百
七
十
五
万
円

八

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続
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購
入
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
、

か
つ
、
物
品
の
購
入
に
係
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
立
崎
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

立
崎

吉
弥

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
ひ
が
し
の
二
丁
目
一
三
の
三
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
一
五
七
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
一
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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行
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行
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
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青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭
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